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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の入力項目からなるシート面が複数綴られたブックレットがその用途に応じて複数
種類用意され、使用用途に応じてその内の何れか１つの種類のブックレットを選択して着
脱可能であり、折り畳み式の本体側筐体と蓋側筐体とからなる入力端末装置であって、
　前記各種類のブックレット毎に、そのブックレットに綴じられる複数枚のシート面毎で
あって、そのシート面に含まれる各入力項目毎のキー出力情報をテーブルとして記憶する
記憶手段と、
　前記複数種類のブックレットの内で何れか１つの種類のブックレットが選択されて装着
され、前記本体側筐体と前記蓋側筐体とが開かれた状態で、その本体側筐体に設けられた
第１検出面と前記蓋側筐体に設けられた第２検出面との上面において前記装着されたブッ
クレットの何れかの２枚のシート面が開かれた際は、その選択されたブックレットに含ま
れる複数枚のシート面の内で何れの２枚のシート面が前記本体側筐体と前記蓋側筐体との
上面で開かれているかを判定する判定手段と、
　前記本体側筐体と前記蓋側筐体の上で開かれた前記２枚のシート面の何れかのシート面
における何れかの入力項目に対する入力操作が行われた際は、その時に開かれている前記
２枚のシート面の判定結果と、前記本体側筐体の前記第１検出面と前記蓋側筐体の前記第
２検出面の何れの検出面を検出したかに基づいて、前記選択されて装着された種類のブッ
クレットの内で何れの１枚のシート面に対する操作かを特定する特定手段と、
　前記特定手段で特定された１枚のシート面に対応するテーブルを前記記憶手段から検索
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して参照し、当該シート面で入力操作された入力項目に対応したキー出力情報を出力する
出力制御手段と、
　を具備したことを特徴とする入力端末装置。
【請求項２】
　前記特定手段で特定されたシート面が前記ブックレットの何れのシート面なのかを当該
シート面を操作したユーザが分かるように、音あるいは表示色により識別可能に出力する
識別出力手段と、
　を更に具備したことを特徴とする請求項１に記載の入力端末装置。
【請求項３】
　前記ブックレットは、前記複数のシート面がブックレットヒンジ部を介して冊子上に綴
じられており、
　当該入力端末装置は、前記ブックレットヒンジ部が、当該入力端末装置を折り畳み可能
に構成する端末側ヒンジ部と当接する位置に合わせることで当該ブックレットを装着して
保持する、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の入力端末装置。
【請求項４】
　前記ブックレットヒンジ部には磁石等の検知体が設けられると共に、前記端末側ヒンジ
部には前記検知体の近接と離間とを検知する検知センサが設けられ、
　前記ブックレットの着脱状態を前記検知センサによる検知の有無で判別するようにした
、
ことを特徴とする請求項３に記載の入力端末装置。
【請求項５】
　前記ブックレットは、飲食店で使用される注文用の複数枚のメニューシート面を綴じた
ブックレットであり、複数の季節とその営業時間帯とで決まる複数種類のメニュー用途の
ブックレットであり、
　前記複数種類のブックレットの中から何れか１つの種類のブックレットを選択する際は
、前記複数の季節の内の何れの季節であり、且つ何れの営業時間帯で使用するメニューな
のかに応じて選択できるようにした、
ことを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の入力端末装置。
【請求項６】
　複数の入力項目からなるシート面が複数綴られたブックレットがその用途に応じて複数
種類用意され、使用用途に応じてその内の何れか１つの種類のブックレットを選択して着
脱可能であり、折り畳み式の本体側筐体と蓋側筐体とからなる入力端末装置のコンピュー
タを制御するためのプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記各種類のブックレット毎に、そのブックレットに綴じられる複数枚のシート面毎で
あって、そのシート面に含まれる各入力項目毎のキー出力情報をテーブルとして記憶する
記憶手段、
　前記複数種類のブックレットの内で何れか１つの種類のブックレットが選択されて装着
され、前記本体側筐体と前記蓋側筐体とが開かれた状態で、その本体側筐体に設けられた
第１検出面と前記蓋側筐体に設けられた第２検出面との上面において前記装着されたブッ
クレットの何れかの２枚のシート面が開かれた際は、その選択されたブックレットに含ま
れる複数枚のシート面の内で何れの２枚のシート面が前記本体側筐体と前記蓋側筐体との
上面で開かれているかを判定する判定手段、
　前記本体側筐体と前記蓋側筐体の上で開かれた前記２枚のシート面の何れかのシート面
における何れかの入力項目に対する入力操作が行われた際は、その時に開かれている前記
２枚のシート面の判定結果と、前記本体側筐体の前記第１検出面と前記蓋側筐体の前記第
２検出面の何れの検出面を検出したかに基づいて、前記選択されて装着された種類のブッ
クレットの内で何れの１枚のシート面に対する操作かを特定する特定手段、
　前記特定手段で特定された１枚のシート面に対応するテーブルを前記記憶手段から検索
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して参照し、当該シート面で入力操作された入力項目に対応したキー出力情報を出力する
出力制御手段、
　として機能させるようにしたコンピュータ読み取り可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力端末装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、飲食店等で使用されるＯＥＳ（Ｏｒｄｅｒ　Ｅｎｔｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍ）におい
ては、店員は、ハンディターミナルなどの入力端末装置を用いてゲストのメニューに対す
る注文を入力する。
　ところで、上記メニューは、一店舗内で取り扱う商品の多様さに応じて各カテゴリに分
類される形式が用いられる。例えば、飲食店のメニューであれば、朝食，昼食，夕食ごと
のカテゴリ、時間帯や季節に応じたカテゴリ、等がある。そのため、例えば、ＬＣＤ（Ｌ
ｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）と一体的に構成されたタッチパネルから
なる入力端末装置では、ユーザ（店員）が、当該タッチパネルで画面切換えの操作を行い
、ＬＣＤ上に表示されるメニューをその都度切換えて、適切なカテゴリに応じたメニュー
を表示させた上で注文を入力する必要がある。また、タッチパネルを具備せず、各入力キ
ーに複数のカテゴリに対する注文機能を割り振った入力端末装置であっても、ユーザが、
シフトキー等を操作して、適切なカテゴリに応じたメニューに切換えた上で注文を入力す
る必要がある。
　上記のような入力端末装置では、適切なカテゴリに応じたメニューを表示させる上で、
ユーザの当該入力端末装置の切換え操作に習熟を要求するとともに、適切なカテゴリに応
じたメニューに切換えられているか否かを把握し辛いという問題があった。
【０００３】
　そこで、バインダー式に製本された複数のスイッチシートを取り付け可能で、選択され
た一のスイッチシート上のメニューに応じたスイッチを、ユーザが押下操作することで注
文が可能な選択入力装置が知られている（例えば、特許文献１等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－３４０１５１号公報
【０００５】
　上記特許文献１に記載の選択入力装置によると、ユーザは製本されたスイッチシートを
取りかえるだけで、適切なカテゴリに応じたメニューに切換えることができるので、切換
え操作が容易であるとともに、切換えた状態が容易に把握できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の選択入力装置では、当該スイッチシート毎にユ
ーザの押下操作を実現させるためのスイッチパッドや回路パターンを備えているため、製
造コストが嵩むという問題がある。
【０００７】
　本発明の課題は、カテゴリに応じたメニューの切換え操作が容易で且つ製造コストを抑
えた入力端末装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１は、複数の入力項目からなるシート面が複数綴られたブックレットがその用途
に応じて複数種類用意され、使用用途に応じてその内の何れか１つの種類のブックレット
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を選択して着脱可能であり、折り畳み式の本体側筐体と蓋側筐体とからなる入力端末装置
であって、前記各種類のブックレット毎に、そのブックレットに綴じられる複数枚のシー
ト面毎であって、そのシート面に含まれる各入力項目毎のキー出力情報をテーブルとして
記憶する記憶手段と、前記複数種類のブックレットの内で何れか１つの種類のブックレッ
トが選択されて装着され、前記本体側筐体と前記蓋側筐体とが開かれた状態で、その本体
側筐体に設けられた第１検出面と前記蓋側筐体に設けられた第２検出面との上面において
前記装着されたブックレットの何れかの２枚のシート面が開かれた際は、その選択された
ブックレットに含まれる複数枚のシート面の内で何れの２枚のシート面が前記本体側筐体
と前記蓋側筐体との上面で開かれているかを判定する判定手段と、前記本体側筐体と前記
蓋側筐体の上で開かれた前記２枚のシート面の何れかのシート面における何れかの入力項
目に対する入力操作が行われた際は、その時に開かれている前記２枚のシート面の判定結
果と、前記本体側筐体の前記第１検出面と前記蓋側筐体の前記第２検出面の何れの検出面
を検出したかに基づいて、前記選択されて装着された種類のブックレットの内で何れの１
枚のシート面に対する操作かを特定する特定手段と、前記特定手段で特定された１枚のシ
ート面に対応するテーブルを前記記憶手段から検索して参照し、当該シート面で入力操作
された入力項目に対応したキー出力情報を出力する出力制御手段と、を具備したことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、カテゴリに応じたメニューの切換え操作が容易で且つ製造コストを抑
えた入力端末装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態１における入力端末装置において、当該入力端末装置の閉じた
状態を示す模式図である。
【図２】図１に示す入力端末装置において、当該入力端末装置の開いた状態を示す模式図
である。
【図３】図２に示す入力端末装置において、当該入力端末装置よりブックレットが取り外
された状態を示す模式図である。
【図４】図３に示す入力端末装置のＩＶ－ＩＶ断面図である。
【図５】図２に示す入力端末装置のＶ－Ｖ断面図である。
【図６】キー入力検出部に備わる各入力検出部の構成を模式的に説明するための図である
。
【図７】シート面の各キー入力エリアと、キー入力検出部の１又は複数の入力検出部と、
の対応関係を模式的に説明するための図である。
【図８】それぞれのシート面（シートＡ面～シートＦ面）について、各キー入力エリアに
メニューの項目が印字された状態を例示する図である。
【図９】本発明の実施形態１における入力端末装置の要部構成を示すブロック図である。
【図１０】電子音源部が出力するＤＴＭＦ信号の組み合わせを例示する図である。
【図１１】本発明に係るブックレットシートをめくり操作した場合の、第１センサ～第４
センサと第１磁石及び第２磁石との当接状態を例示する図であり、（ｉ）はシートＡ面及
びシートＢ面が表示面の場合、（ｉｉ）はシートＣ面及びシートＤ面が表示面の場合、（
ｉｉｉ）はシートＥ面及びシートＦ面が表示面の場合、をそれぞれ示す。
【図１２】各シート面に係るキー入力操作が行われた場合のシート面の判定を説明するた
めの図である。
【図１３】本発明に係るブックレットテーブルを例示する図である。
【図１４】本発明に係る機能テーブルの具体例を例示する図であり、（ｉ）はシートＡ面
、（ｉｉ）はシートＣ面、をそれぞれ示す。
【図１５】本発明に係る機能テーブルの具体例を例示する図であり、（ｉ）はシートＥ面
、（ｉｉ）はシートＦ面、をそれぞれ示す。
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【図１６】本発明に係る商品登録バッファデータを例示する図である。
【図１７】本発明に係るメニューカテゴリを指定する画面を説明するための図であり、（
ｉ）は操作メニュー画面、（ｉｉ）は第１ブックレットメニュー画面、（ｉｉｉ）は第２
ブックレットメニュー画面、（ｉｖ）は第３ブックレットメニュー画面、である。
【図１８】本発明に係るメニューカテゴリを指定するための画面を説明するための図であ
り、（ｉ）は第４ブックレットメニュー画面、（ｉｉ）は第５ブックレットメニュー画面
、（ｉｉｉ）は第６ブックレットメニュー画面、である。
【図１９】本発明の実施形態１の入力端末装置によるブックレット設定処理を説明するた
めのフローチャートである。
【図２０】本発明の実施形態１の入力端末装置によるブックレット着脱処理を説明するた
めのフローチャートである。
【図２１】本発明の実施形態１の入力端末装置によるキー入力処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２２】本発明の変形例２における入力端末装置の要部構成を示すブロック図である。
【図２３】図２２に示す入力端末装置に備わるライト部による、シートＡ面～シートＦ面
毎に相違する表示部の表示色を例示した図である。
【図２４】本発明の変形例３における入力端末装置において、表示部に表示される表示画
面の上部にシート面表示欄を設けた状態を模式的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明について、図面を用いて具体的な態様を説明する。ただし、発明の範囲は
図示例に限定されない。なお、以下の説明では、図１における入力端末装置１の左右方向
をＸ軸方向、前後方向をＹ軸方向、上下方向をＺ軸方向とする。
【００１３】
（実施形態１）
　本実施形態に係る入力端末装置１は、例えば、飲食店等の店員（ユーザ）に使用され、
ゲストのメニューに対する注文を入力するハンディターミナルである。
　入力端末装置１は、図１及び図２に示されるように、本体部２と蓋部３がヒンジ部４ａ
，４ｂを介して連結されており、当該ヒンジ部４ａ，４ｂのＹ軸回りの回転に応じて閉じ
た状態と開いた状態とを切換えられるように構成され、開いた状態で当該入力端末装置１
に装着されたブックレット５００が表示される。
【００１４】
　ここで、ブックレット５００は、図３に示すように、略矩形状からなるブックレットシ
ートが複数頁分（図３ではブックレットシート５０１～５０４の４頁分）、ブックレット
ヒンジ部５０５により冊子状に綴られ、当該ブックレットヒンジ部５０５を介してユーザ
がめくり操作可能に構成されている。
　また、上記ブックレットヒンジ部５０５には、図４に示すように、ＸＺ平面視で当該ブ
ックレットヒンジ部５０５が形成する略円形状の空洞箇所に、磁石で形成された検知体５
０５ａが取り付けられている。　
　さらに、ブックレットシート５０２及び５０３のＸ軸方向の一方の端部には、Ｙ軸方向
に沿って第１磁石５０２ａ及び第２磁石５０３ａが、各々のＹ軸方向位置が相違するよう
に取り付けられている。
　加えて、各ブックレットシート５０１～５０４の片面又は両面には、分野ごとのメニュ
ーが印字されたシート面５１０（ブックレットシート５０１：シートＡ面５１０ａ、ブッ
クレットシート５０２：シートＢ面５１０ｂ及びシートＣ面５１０ｃ、ブックレットシー
ト５０３：シートＤ面５１０ｄ及びシートＥ面５１０ｅ、ブックレットシート５０４：シ
ートＦ面５１０ｆ）が形成されている。以下では、ユーザのめくり操作により、シートＡ
面５１０ａ～シートＦ面５１０ｆの中で、本体部２側及び蓋部３側の上端に表示されるシ
ート面５１０を表示面（図２の場合、本体部２の表示面がシートＣ面５１０ｃ、蓋部３の
表示面がシートＤ面５１０ｄ）、と定義する。
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　なお、ブックレット５００に綴られたブックレットシートの頁数は、当然４頁に限定さ
れるものでは無く、適宜の変更が可能である。
【００１５】
　次に、図２～図６を用いて入力端末装置１の各部について説明する。
【００１６】
　入力端末装置１は、図２及び図３に示すように、入力端末装置１が開いた状態で、本体
部２の後方位置に設けられた表示部１０と、蓋部３の後方位置に設けられた固定キー部２
０と、表示部１０及び固定キー部２０の前方に設けられ、上面に載置されるブックレット
５００を着脱させる着脱部３０と、ヒンジ部４ａとヒンジ部４ｂ間に設けられた着脱検知
センサ部４０と、本体部２の左側端部及び蓋部３の右側端部に設けられた面検知センサ部
５０と、着脱部３０の下方に設けられたキー入力検出部６０と、を含む。
【００１７】
　表示部１０は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＥＬＤ（
ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等により構成され、各種文字
や画像などからなる表示データを表示する表示処理を行う。
　固定キー部２０は、テンキー、カーソルキー、電源キー、各種ファンクションキー等の
固定キーであり、当該固定キーの押下操作による操作信号を後述の制御部１００に出力す
る。
　着脱部３０は、ブックレット５００のブックレットヒンジ部５０５をヒンジ部４ａ，４
ｂ間に収まるように配設させた状態で、ブックレットシート５０１及び５０４を上面に載
置させて、ブックレット５００を入力端末装置１に装着させる。また、着脱部３０は、図
３及び図５に示すように、ブックレットシート５０１及び５０４を上面に載置させた状態
でブックレットシート５０１及び５０４のメニューが印字されていない面（シートＡ面５
１０ａの反対面及びシートＦ面５１０ｆの反対面）と当接するカバーシート３１を含む。
【００１８】
　着脱検知センサ部４０（着脱検知部）は、図３のＩＶ－ＩＶ断面図である図４に示すよ
うに、ヒンジ部４ａ，４ｂのケース４ｃ内部に配置された検知センサ４１と、検知センサ
４１と接続されたセンサ基板４２と、を含んで構成される。ここで、図４の符号１ａは、
入力端末装置１のケース部分である。
　検知センサ４１は、例えば、ホール素子等の磁気センサであり、磁石等の磁性を帯びた
物質の近接状態と離間状態とを検知し、制御部１００へ検知信号（近接状態：１，離間状
態：０からなる信号）を出力する。そのため、図４に示すように、ブックレット５００を
入力端末装置１に装着する場合、ブックレットヒンジ部５０５をケース４ｃの上面に当接
する位置まで下降させると、検知センサ４１は検知体５０５ａの近接状態を検知し、ブッ
クレット５００を入力端末装置１より取り外す場合、ブックレットヒンジ部５０５をケー
ス４ｃの上面から上昇させると、検知センサ４１は検知体５０５ａの離間状態を検知する
。つまり、検知センサ４１の出力する検知信号によって制御部１００は、ブックレット５
００の着脱状態を把握できる。
【００１９】
　面検知センサ部５０（面検知部）は、図３に示すように、本体部２の左側端部に設けら
れた第１センサ５１及び第２センサ５２と、蓋部３の右側端部に設けられた第３センサ５
３及び第４センサ５４と、を含んで構成される。
　第１センサ５１～第４センサ５４は、例えば、ホール素子等の磁気センサであり、磁石
等の磁性を帯びた物質の近接状態と離間状態とを検知し、制御部１００へ検知信号（近接
状態：１，離間状態：０からなる信号）を出力する。
　そして、ブックレット５００が入力端末装置１に装着された状態で、第１センサ５１は
、ブックレットシート５０２が本体部２側にめくられた場合に第１磁石５０２ａの下面に
当接する位置に、第３センサ５３は、ブックレットシート５０２が蓋部３側にめくられた
場合に第１磁石５０２ａの下面に当接する位置に、それぞれ配設されている。また、第２
センサ５２は、ブックレットシート５０３が本体部２側にめくられた場合に第２磁石５０
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３ａの下面に当接する位置に、第４センサ５４は、ブックレットシート５０３が蓋部３側
にめくられた場合に第１磁石５０２ａの下面に当接する位置に、それぞれ配設されている
。
　そのため、例えば、図２のＶ－Ｖ断面図である図５に示すように、ブックレット５００
を入力端末装置１に装着した状態で、ブックレットシート５０２を本体部２側にめくり、
第１磁石５０２ａをケース１ａの上面に当接する位置まで下降させると、第１センサ５１
は第１磁石５０２ａの近接状態を検知し、ブックレットシート５０２を蓋部３側にめくり
第１磁石５０２ａをケース１ａの上面から上昇させると、第１センサ５１は第１磁石５０
２ａの離間状態を検知する。
【００２０】
　キー入力検出部６０（入力部）は、着脱部３０の下方に設けられ、図３に示すように、
本体部２側及び蓋部３側の双方に亘ってマトリクス状に配置された複数の入力検出部６１
を備え、ユーザによるブックレットシート５０１～５０４のシート面５１０を介したキー
入力操作を検出する（キー入力を行う）。
　各入力検出部６１は、図６に示すように、着脱部３０のカバーシート３１の下方に取り
付けられた押し子６１ａと、押し子６１ａと対向するように設けられたメタルドーム６１
ｂと、メタルドーム６１ｂを下方より支持する回路基板６１ｃと、を含む。そして、押し
子６１ａが下方に向けて付勢されることでメタルドーム６１ｂが押圧され、メタルドーム
６１ｂが回路基板６１ｃ上の接点に接触することでキー入力が受付けられ、所定のキー入
力信号を制御部１００へ出力するように構成されている。
【００２１】
　ここで、シート面５１０（シートＡ面５１０ａ～シートＦ面５１０ｆ）は、図７に示す
ように、複数のキー入力エリア５１１を備えて構成され、各キー入力エリア５１１に商品
名等のメニューの項目が印字されている。そして、当該キー入力エリア５１１に応じて上
記１又は複数の入力検出部６１が設けられている。具体的には、例えば、キー入力エリア
５１１ａに対しては、入力検出部６１ａが設けられており、キー入力エリア５１１ｂに対
しては、複数の入力検出部６１ｂ～６１ｅが設けられている。
　それぞれのシートＡ面５１０ａ～シートＦ面５１０ｆについて、各キー入力エリア５１
１に商品名等のメニューの項目が印字された状態を図８（ｉ）～（ｖｉ）に例示する。な
お、上述のように、図８（ｉｉｉ）（ｉｖ）に示すような、複数の入力検出部６１に対応
するようにキー入力エリア５１１を設けてもよい。また、図８（ｖ）（ｖｉ）に示すよう
に、キー入力エリア５１１に印字されるメニューの項目は、商品名に限られるものではな
く、店舗内のテーブル情報（テーブル位置やテーブル番号）を印字したものであってもよ
い。
　そして、図７において、本体部２側及び蓋部３側それぞれの各入力検出部６１に割り振
られた番号（１番～３２番）は、ユーザによるキー入力操作を受付けた位置をＣＰＵ１１
０が判別するための番号である。そのため、ユーザが表示面に位置するシート面５１０の
特定のキー入力エリア５１１についてキー入力操作を行うと、当該キー入力エリア５１１
に対応する入力検出部６１を識別可能なキー入力が受付けられる。具体的には、図７の斜
線で表示されたキー入力エリア５１１がキー入力操作された場合、本体部２側の１９番の
キー入力信号を制御部１００へ出力する。また、図７のドットで表示されたキー入力エリ
ア５１１がキー入力操作された場合、蓋部３側の２０番又は２１番のキー入力信号を制御
部１００へ出力する。
【００２２】
　次に、図９に示す入力端末装置１のブロック図を参照して、入力端末装置１の機能的構
成について説明する。
【００２３】
　入力端末装置１は、図９に示すように、入力端末装置１を統括制御する制御部１００を
備える。そして、制御部１００は、通信部１５０と、電子音源部１６０と、表示部１０と
、固定キー部２０と、着脱検知センサ部４０と、面検知センサ部５０と、キー入力検出部
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６０と、接続される。
【００２４】
　制御部１００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１０
と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄａｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２０と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ
　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３０と、を含んで構成され、入力端末装置１の各部を統括
制御する。
【００２５】
　ＣＰＵ１１０は、入力端末装置１の各部から入力される入力信号に応じて、ＲＯＭ１３
０に記憶された各種プログラム（プログラムコード）を実行するとともに、実行にかかる
プログラムに基づいて各部に出力信号を出力することにより、入力端末装置１の動作全般
を統括制御するコンピュータとして機能する。
　ＲＡＭ１２０は、ＣＰＵ１１０によって実行される処理プログラムなどを展開するため
のプログラム格納領域や、入力データや上記処理プログラムが実行される際に生じる処理
結果などを一時的に格納するためのデータ格納領域などを備える。具体的には、ＲＡＭ１
２０は、例えば、ＣＰＵ１１０が上記各種プログラムを実行する際に使用するフラグ（後
述するブックレット変更フラグやブックレット交換フラグ）の値、後述する商品登録バッ
ファデータなどを一時的に記憶する。
【００２６】
　ＲＯＭ１３０は、例えば、入力端末装置１で実行可能なシステムプログラムや、当該シ
ステムプログラムで実行可能な各種処理プログラム、上記処理プログラムを実行する際に
使用されるデータなどを記憶する。具体的には、ＲＯＭ１３０は、ブックレットテーブル
１３１（テーブル）と、機能テーブル１３２（テーブル）と、特定プログラムと、出力処
理プログラムと、指定プログラムと、などを記憶する。
【００２７】
　通信部１５０は、赤外線通信や無線ＬＡＮ通信等の無線通信用のインターフェースから
構成され、ＣＰＵ１１０の制御に基づいて、ＯＥＳで用いられる各種端末や装置に対して
各種データを送信する。具体的には、後述するＲＡＭ１２０に一時記憶された商品登録バ
ッファデータをレジスタ装置やプリンタ等に送信する処理を行う。
【００２８】
　電子音源部１６０（音源部）は、ＤＴＭＦ（Ｄｕａｌ－Ｔｏｎｅ　Ｍｕｌｔｉ－Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ）信号の信号音（音色）を出力する。ＤＴＭＦ信号は、例えば、図１０に示
すように、可聴帯域中の高群側と低群側とのそれぞれにおいて互いに調音の関係にない４
つの信号について、高群側の信号の一つと低群側の信号の一つとを組み合わせた計１６種
類の信号である。そして、　　
電子音源部１６０は、ＣＰＵ１１０の制御に基づいて、ユーザがシート面５１０のキー入
力エリア５１１に対するキー入力操作を行った際、図１０に示すように、当該キー入力操
作に該当するシートＡ面５１０ａ～シートＦ面５１０ｆ毎に上記組み合わせを設定してお
くことで、異なる種類のＤＴＭＦ信号の信号音を出力できる。
【００２９】
　次に、ＲＯＭ１３０に記憶された特定プログラムについて説明する。
【００３０】
　特定プログラムは、ユーザがキー入力操作を行ったブックレット５００のシート面５１
０及びキー入力エリア５１１を特定する機能をＣＰＵ１１０に実行させるためのプログラ
ムである。
　具体的には、図１１（ｉ）に示すように、ユーザがブックレット５００を入力端末装置
１に装着させて、ブックレットシート５０２及びブックレットシート５０３を蓋部３側に
めくる操作を行い、シートＡ面５１０ａ及びシートＢ面５１０ｂを表示面にし、当該表示
面に係るキー入力エリア５１１のキー入力操作を行ったものとする。
　すると、ＣＰＵ１１０は、特定プログラムを実行し、面検知センサ部５０より第１セン
サ５１～第４センサ５４の検知信号を取得する。この場合、ブックレットシート５０２及
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びブックレットシート５０３が蓋部３側にめくられているので、第３センサ５３と第１磁
石５０２ａ，第４センサ５４と第２磁石５０２ｂ，がそれぞれ当接することになるため、
第１センサ５１～第４センサ５４の検知信号は、順に０，０，１，１となる。さらに、Ｃ
ＰＵ１１０は、入力検出部６１よりキー入力信号を取得し、当該キー入力信号が本体部２
側の入力検出部６１より取得されたものであるか、又は蓋部３側の入力検出部６１より取
得されたものであるか、を判別する。そして、ＣＰＵ１１０は、本体部２側であると判別
した場合は、ユーザがキー入力操作を行ったシート面５１０をシートＡ面５１０ａと特定
し、蓋部３側であると判別した場合は、ユーザがキー入力操作を行ったシート面５１０を
シートＢ面５１０ｂと特定できる。
　上記特定手順は、図１１（ｉｉ）に示すシートＣ面５１０ｃ及びシートＤ面５１０ｄを
表示面とした（ブックレットシート５０２が本体部２側，ブックレットシート５０３が蓋
部３側にめくられている）場合、図１１（ｉｉｉ）に示すシートＥ面５１０ｅ及びシート
Ｆ面５１０ｆを表示面とした（ブックレットシート５０２及びブックレットシート５０３
が本体部２側にめくられている）場合も同様である。ユーザが各シートＡ面５１０ａ～シ
ートＦ面５１０ｆに係るキー入力エリア５１１のキー入力操作を行った場合の、ＣＰＵ１
１０が実行する上記特定手順に基づくシート面５１０の判定を図１２に示す。
【００３１】
　さらに、ＣＰＵ１１０は、上記入力検出部６１より取得したキー入力信号において、図
７に示される各入力検出部６１に割り振られた番号が何番であるかを確認することにより
、キー入力エリア５１１の位置を特定することができる。そして、ＣＰＵ１１０は、上記
特定したシート面５１０を表すアルファベット及びキー入力エリア５１１を表す番号で構
成されるキーコード（例えば、シート面５１０がシートＡ面５１０ａで、キー入力エリア
５１１に対応する入力検出部６１の番号が１１の場合、Ａ１１）を生成する。
【００３２】
　次に、ＲＯＭ１３０に記憶されたブックレットテーブル１３１について説明する。
【００３３】
　ブックレットテーブル１３１は、図１３に示すように、入力端末装置１に装着されたブ
ックレット５００に設定するメニューカテゴリ（ブックレットの種類）と、当該メニュー
カテゴリに対応するブックレットＮｏ（ブックレット５００に設定するメニューカテゴリ
を識別するための番号）が複数記載されたテーブルである。ここで、メニューグループは
、例えば、季節などに応じてメニューカテゴリをグループ分けしたものであり、メニュー
名は、メニューグループ内で使用されるメニューの種類を表したものである。
　そして、ＣＰＵ１１０が、後述する指定プログラムを実行することで、ユーザが入力端
末装置１に装着されたブックレット５００を別のブックレット５００に交換する際に、当
該ブックレットテーブル１３１に記載されたメニューカテゴリ（ブックレットＮｏ）の中
から一のメニューカテゴリがユーザに指定されるように構成されている。
【００３４】
　次に、ＲＯＭ１３０に記憶された機能テーブル１３２及び出力処理プログラムについて
説明する。
【００３５】
　機能テーブル１３２は、各シート面５１０のキー入力エリア５１１がキー入力操作され
た際に、ブックレット５００に指定された各メニューカテゴリ（ブックレットＮｏ）に応
じて、ＣＰＵ１１０が出力処理プログラムを実行して実現する出力処理（キー出力）の内
容を、シート面５１０単位で記載したテーブルである。そして、機能テーブル１３２は、
キーコードと、当該キーコードがキー入力操作された際にＣＰＵ１１０が実現する出力処
理の内容（ファンクション）と、当該ファンクションを実行する上で必要な情報と、がシ
ート面５１０単位で（キーコードごとに）記載されている。
【００３６】
　上記機能テーブル１３２の具体例を図１４（ｉ）（ｉｉ）及び図１５（ｉ）（ｉｉ）に
示す。
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　ここで、図１４（ｉ）（ｉｉ）及び図１５（ｉ）（ｉｉ）は、ブックレットＮｏが１０
０１（メニューカテゴリが春メニューのディナーメニュー）である場合の機能テーブル１
３２であり、それぞれ、図８（ｉ）（ｉｉｉ）及び図８（ｖ）（ｖｉ）のシート面５１０
に対応する。　
　そして、例えば、ブックレットＮｏが１００１に指定された状態で、ユーザが図８（ｉ
）の「ヘルシー和膳」に対応するキー入力エリア５１１（シート面５１０がシートＡ面５
１０ａで、入力検出部６１の番号が６に対応するキー入力エリア５１１）のキー入力操作
を行った場合、ＣＰＵ１１０は、特定プログラムの実行により生成するＡ６のキーコード
に基づいて、出力処理プログラムを実行し、図１４（ｉ）のキーコードがＡ６の欄を読み
取り、商品コードが「ヘルシー和膳」を表す「０２－０Ａ－０００６」の「商品登録」機
能を実行する。
　また、例えば、図８（ｉｉｉ）の「中生ビール」のように、キー入力エリア５１１が複
数の入力検出部６１（入力検出部６１の番号が６，７，１４，１５）に対応する場合、図
１４（ｉｉ）の、キーコードがＣ６，Ｃ７，Ｃ１４，Ｃ１５の欄に示すように、各欄の商
品コードが「中生ビール」を表す同じ「０１－０Ｃ－０００６」が記載されているため、
ＣＰＵ１１０は、上記キー入力エリア５１１に対応する何れの入力検出部６１よりキー入
力信号が出力されても同じ「商品登録」機能を実行できる。
　さらに、例えば、図８（ｖ）（ｖｉ）に示すように、メニューの項目としてキー入力エ
リア５１１にテーブル情報が印字されているような場合、ユーザが何れかのキー入力エリ
ア５１１のキー入力操作を行うと、図１５（ｉ）（ｉｉ）に示すように、ＣＰＵ１１０は
、当該キー入力エリア５１１に対応したキーコードの欄より「テーブル番号」を読み取り
、「テーブル設定」機能によって、ユーザが注文を受けたゲストの位置するテーブルの番
号（テーブル番号）を設定できる。
【００３７】
　ここで、ＣＰＵ１１０は、「商品登録」機能や「テーブル設定」機能を実行した場合、
図１６に示すように、テーブル番号、注文を受けた商品の商品コード，当該商品の単価，
注文を受けた個数、等を商品登録バッファデータとして一時的にＲＡＭ１２０に記憶する
。
　そして、ＣＰＵ１１０は、ユーザが図８（ｉ）（ｉｉｉ）の「送信」に対応するキー入
力エリア５１１（入力検出部６１の番号が２５に対応するキー入力エリア５１１）のキー
入力操作を行った場合、ＣＰＵ１１０は、図１４（ｉ）のキーコードがＡ２５や図１４（
ｉｉ）のキーコードがＣ２５の欄を読み取り、「送信」機能により、当該商品登録バッフ
ァデータを通信部１５０を介してレジスタ装置やプリンタ等に送信できる。なお、上記商
品登録バッファデータ上の商品の単価は、商品コードごとに単価の記載されたテーブル（
図示省略）よりＣＰＵ１１０が抽出する。
【００３８】
　次に、ＲＯＭ１３０に記憶された指定プログラムについて説明する。
【００３９】
　指定プログラムは、ブックレットテーブル１３１に記載されたメニューカテゴリ（ブッ
クレットＮｏ）の中から、ブックレット５００に設定する一のメニューカテゴリを、固定
キー部２０を介してユーザに指定させる機能をＣＰＵ１１０に実行させるプログラムであ
る。
　具体的には、ユーザが入力端末装置１に装着されたブックレット５００を別のブックレ
ット５００に交換する際、ＣＰＵ１１０は、表示部１０を表示制御して、図１７（ｉ）に
示すような操作メニュー画面８０１を表示させる。
　次に、当該操作メニュー画面８０１にて、ユーザが「ブックレットの変更」を固定キー
部２０を介して選択すると、ＣＰＵ１１０は、図１７（ｉｉ）に示すような第１ブックレ
ットメニュー画面８０２を表示させ、交換後のブックレット５００に設定するメニューカ
テゴリの設定方法をユーザに選択させる。
【００４０】
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　そして、当該第１ブックレットメニュー画面８０２にて、ユーザが「ブックレットＮｏ
で選択」を固定キー部２０を介して選択した場合、ＣＰＵ１１０は、図１７（ｉｉｉ）に
示すような第２ブックレットメニュー画面８０３を表示させ、交換後のブックレット５０
０に設定するメニューカテゴリに応じたブックレットＮｏをユーザに直接入力させる。
　さらに、当該第２ブックレットメニュー画面８０３にて、ブックレットＮｏをユーザに
入力されると、ＣＰＵ１１０は、ブックレットテーブル１３１より当該ブックレットＮｏ
に該当するメニューカテゴリを抽出し、抽出した内容を図１７（ｉｖ）に示すような第３
ブックレットメニュー画面８０４に表示させる。
　なお、ブックレットＮｏは、図８（ｉ）に示すように、ブックレット５００のシート面
５１０（図８（ｉ）の左下箇所「Ｎｏ：１００１」）に印字されているため、ユーザは当
該印字されたブックレットＮｏを入力することで、交換後のブックレット５００に応じた
正確なメニューカテゴリを指定することが出来る。
【００４１】
　一方で、図１７（ｉｉ）に示す第１ブックレットメニュー画面８０２にて、ユーザが「
一覧から選択」を固定キー部２０を介して選択した場合、ＣＰＵ１１０は、図１８（ｉ）
に示すような第４ブックレットメニュー画面８０５を表示させ、交換後のブックレット５
００に設定するメニューグループを、固定キー部２０を介して一覧から選択させる。
　そして、当該第４ブックレットメニュー画面８０５にて、メニューグループをユーザに
選択されると、ＣＰＵ１１０は、図１８（ｉｉ）に示すような第５ブックレットメニュー
画面８０６を表示させ、交換後のブックレット５００に設定するメニュー名を一覧から選
択させる。
　さらに、当該第５ブックレットメニュー画面８０６にて、メニュー名をユーザに選択さ
れると、ＣＰＵ１１０は、ブックレットテーブル１３１より当該メニューグループ及びメ
ニュー名に該当するブックレットＮｏを抽出し、抽出した内容を図１８（ｉｉｉ）に示す
ような第６ブックレットメニュー画面８０７に表示させる。
【００４２】
「ブックレット設定処理」
　次に、本実施形態に係る入力端末装置１によるブックレット設定処理について図１９の
フローチャートを用いて説明する。
【００４３】
　まず、ユーザが入力端末装置１に装着されたブックレット５００を別のブックレット５
００に交換する際、表示部１０に表示される操作メニュー画面８０１を介して「ブックレ
ットの変更」を選択すると、ＣＰＵ１１０は、表示部１０を表示制御して、第１ブックレ
ットメニュー画面８０２を表示する（ステップＳ１）。
　次いで、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ１の第１ブックレットメニュー画面８０２にて、
ユーザが「ブックレットＮｏで選択」を選択したか否かを判断する（ステップＳ２）。
【００４４】
　次いで、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ２にて「ブックレットＮｏで選択」を選択したと
判断する場合（ステップＳ２；Ｙｅｓ）、第２ブックレットメニュー画面８０３を表示し
、ブックレットＮｏがユーザに入力されたか否かを判断する（ステップＳ３）。そして、
ＣＰＵ１１０は、ステップＳ３にて入力されていないと判断する場合（ステップＳ３；Ｎ
ｏ）、入力されるまで待機する。
　一方で、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ３にて入力されたと判断する場合（ステップＳ３
；Ｙｅｓ）、当該入力されたブックレットＮｏに対応するメニューカテゴリをブックレッ
トテーブル１３１より抽出する（ステップＳ４）。
　次いで、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ４にてメニューカテゴリの抽出に成功したか否か
を判断（ブックレットテーブル１３１に当該ブックレットＮｏに対応するメニューカテゴ
リが存在するか否かを判断）する（ステップＳ５）。そして、ＣＰＵ１１０は、ステップ
Ｓ５にてメニューカテゴリの抽出に失敗したと判断する場合（ステップＳ５；Ｎｏ）、ス
テップＳ１以降の処理を繰り返す。一方で、ステップＳ５にてメニューカテゴリの抽出に
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成功したと判断する場合（ステップＳ５；Ｙｅｓ）、ステップＳ８以降の処理へ進む。
【００４５】
　次いで、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ２にて「ブックレットＮｏで選択」を選択してい
ない（「一覧から選択」を選択した）と判断する場合（ステップＳ２；Ｎｏ）、第４ブッ
クレットメニュー画面８０５及び第５ブックレットメニュー画面８０６を表示し、ユーザ
がメニューカテゴリ（メニューグループ及びメニュー名）を一覧から選択したか否かを判
断する（ステップＳ６）。そして、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ６にてメニューグループ
及びメニュー名をユーザが選択していないと判断する場合（ステップＳ６；Ｎｏ）、選択
されるまで待機する。
　一方で、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ６にてメニューグループ及びメニュー名をユーザ
が選択したと判断する場合（ステップＳ６；Ｙｅｓ）、当該選択されたメニューグループ
及びメニュー名に対応するブックレットＮｏをブックレットテーブル１３１より抽出する
（ステップＳ７）。
【００４６】
　次いで、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ３にて入力された又はステップＳ７にて抽出した
ブックレットＮｏにて現在設定されているブックレットＮｏの更新処理を行う（ステップ
Ｓ８）。次いで、ＣＰＵ１１０は、ＲＡＭ１２０に記憶されたブックレット変更フラグを
１に設定し（ステップＳ９）、ブックレット交換フラグを０に設定する（ステップＳ１０
）。
【００４７】
　次いで、ＣＰＵ１１０は、ブックレット交換フラグが１であるか否かを判断し（ステッ
プＳ１１）、ブックレット交換フラグが１でないと判断する場合（ステップＳ１１；Ｎｏ
）、後述する「ブックレット着脱処理」が実行されるまで待機する（ステップＳ１２）。
　一方で、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ１１にてブックレット交換フラグが１であると判
断する場合（ステップＳ１１；Ｙｅｓ）、ブックレット変更フラグを０に設定し（ステッ
プＳ１３）、ブックレット交換フラグを０に設定して（ステップＳ１４）、本処理を終了
する。
【００４８】
「ブックレット着脱処理」
　次に、本実施形態に係る入力端末装置１によるブックレット着脱処理について図２０の
フローチャートを用いて説明する。ここで、当該ブックレット着脱処理は、ユーザがゲス
トからの注文を入力している最中に入力端末装置１よりブックレット５００が取り外され
た場合や、ユーザが入力端末装置１に装着されたブックレット５００を別のブックレット
５００に交換する際に実行される処理である。
【００４９】
　まず、ユーザがブックレット５００を取り外すと、着脱検知センサ部４０の検知センサ
４１より出力される検知信号に基づいて、ＣＰＵ１１０は、ブックレット５００の取り外
し状態を検知する（ステップＳ２１）。
　次いで、ＣＰＵ１１０は、表示部１０を表示制御して、現在設定されているブックレッ
トＮｏとともに、「ブックレットを装着してください」等のメッセージにより、ブックレ
ット５００の装着を促す旨を表示する（ステップＳ２２）。
　次いで、ＣＰＵ１１０は、着脱検知センサ部４０の検知センサ４１より出力される検知
信号に基づいて、ブックレット５００が装着されたか否かを判断し（ステップＳ２３）、
装着されていないと判断した場合（ステップＳ２３；Ｎｏ）、装着されるまで待機する。
　一方で、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ２３にて装着されたと判断した場合（ステップＳ
２３；Ｙｅｓ）、ブックレット変更フラグが１であるか否かを判断する（ステップＳ２４
）。
　そして、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ２４にてブックレット変更フラグが１であると判
断した場合（ステップＳ２４；Ｙｅｓ）、ブックレット交換フラグを１に設定し（ステッ
プＳ２５）、本処理を終了する。一方、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ２４にてブックレッ



(13) JP 5521653 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

ト変更フラグが０であると判断した場合（ステップＳ２４；Ｎｏ）、ブックレット交換フ
ラグの設定を行わずに本処理を終了する。
【００５０】
「キー入力処理」
　次に、本実施形態に係る入力端末装置１によるキー入力処理について図２１のフローチ
ャートを用いて説明する。
【００５１】
　まず、ＣＰＵ１１０は、入力検出部６１よりキー入力信号を取得したか否かにより、ユ
ーザによってキー入力操作がなされたか否かを判断し（ステップＳ３１）、キー入力操作
がなされていないと判断する場合（ステップＳ３１；Ｎｏ）、キー入力操作がなされるま
で待機する。
　次いで、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ３１にてキー入力操作がなされたと判断する場合
（ステップＳ３１；Ｙｅｓ）、特定プログラムの実行により、ユーザがキー入力操作を行
ったシート面５１０（及びキー入力エリア５１１）を特定し、キーコードを生成する（ス
テップＳ３２）。
　次いで、ＣＰＵ１０は、キー入力操作がなされたシート面５１０に対応するＤＴＭＦ信
号の信号音を出力することで、当該キー入力操作がなされたシート面５１０がシートＡ面
５１０ａ～シートＦ面５１０ｆの何れであるかをユーザに報知する（ステップＳ３３）。
　次いで、ＣＰＵ１１０は、現在設定されているブックレットＮｏを確認し、当該ブック
レットＮｏに該当する機能テーブル１３２を取得する（ステップＳ３４）。
　次いで、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ３４にて取得した機能テーブル１３２より、ステ
ップＳ３２にて生成したキーコードに該当するファンクションを取得する（ステップＳ３
５）。
　次いで、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ３５にて取得したファンクションの種類を判断す
る（ステップＳ３６）。
【００５２】
　まず、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ３６にてファンクションの種類が「送信」であると
判断した場合（ステップＳ３６；１．「送信」）、商品登録バッファデータを通信部１５
０を介してレジスタ装置やプリンタ等に送信し（ステップＳ３７）、当該商品登録バッフ
ァデータを初期化して（ステップＳ３８）、本処理を終了する。
【００５３】
　次いで、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ３６にてファンクションの種類が「商品登録」で
あると判断した場合（ステップＳ３６；２．「商品登録」）、機能テーブル１３２におい
て、ステップＳ３２にて生成したキーコードに該当する商品コードを取得し、商品登録バ
ッファデータに当該商品コードを追加する処理を行い（ステップＳ３９）、ステップＳ３
１以降の処理を繰り返す。
【００５４】
　また、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ３６にてファンクションの種類が「商品登録」や「
送信」以外のその他のものであると判断した場合（ステップＳ３６；３．「その他」）、
当該その他のファンクションが「テーブル設定」であるか否かを判断する（ステップＳ４
０）。
　そして、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ４０にてファンクションの種類が「テーブル設定
」であると判断した場合（ステップＳ４０；Ｙｅｓ）、機能テーブル１３２において、ス
テップＳ３２にて生成したキーコードに該当するテーブル番号を取得し、商品登録バッフ
ァデータに当該テーブル番号を追加する処理を行い（ステップＳ４１）、ステップＳ３１
以降の処理を繰り返す。
　一方で、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ４０にてファンクションの種類が「テーブル設定
」でないと判断した場合（ステップＳ４０；Ｎｏ）、例えば、ゲストに注文された商品に
対する付加情報（当該商品の注文数、当該商品の焼き加減など）を商品登録バッファデー
タに追加する処理、等のその他の処理を実行し、（ステップＳ４２）、ステップＳ３１以
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降の処理を繰り返す。
【００５５】
　以上により、本実施形態における入力端末装置１は、ブックレット５００が着脱部３０
を介して着脱可能であり、ブックレットテーブル１３１に記載されたメニューカテゴリの
中から、装着したブックレット５００のメニューカテゴリをユーザが固定キー部２０を介
して指定可能に構成されている。そして、ＣＰＵ１１０は、ユーザがキー入力検出部６０
を介してブックレットシート５０１～５０４のキー入力エリア５１１に対するキー入力操
作を行うと、上記指定されたメニューカテゴリに応じた機能テーブル１３２より、当該キ
ー入力操作されたキー入力エリア５１１の出力処理の内容を取得し、各種出力処理を実行
できる。そのため、入力端末装置１によると、ブックレットシート５０１～５０４の各キ
ー入力エリア５１１に、カテゴリに応じたメニューの項目を印字しておくことで、ユーザ
は、当該入力端末装置１に装着するブックレット５００を交換するだけで容易にカテゴリ
に応じたメニューの切換え操作を行うことができる。また、各ブックレットシート５０１
～５０４に対するユーザのキー入力操作は、同じキー入力検出部６０を介して検出される
ように構成されており、各ブックレットシート５０１～５０４に、スイッチパッドや回路
パターン等を必要としないので、製造コストが嵩まない。
　したがって、入力端末装置１及び制御部１００が実行するプログラムは、カテゴリに応
じたメニューの切換え操作が容易で且つ製造コストを抑えた入力端末装置及びプログラム
といえる。
【００５６】
　また、入力端末装置１は、ブックレット５００が着脱部３０に装着された状態と着脱部
３０より取外された状態とを検知する着脱検知センサ部４０を備える。そのため、ユーザ
がゲストからの注文を入力している最中に入力端末装置１よりブックレット５００が取り
外された場合や、ユーザが入力端末装置１に装着されたブックレット５００を交換する際
にブックレット５００が取り外された場合を検知できるので、その都度ブックレット５０
０の装着をユーザに促すことが可能となる。
【００５７】
　また、着脱検知センサ部４０は、ブックレット５００に設けられた磁石からなる検知体
５０５ａを検知する検知センサ４１で磁気的に検知するように構成されているため、上記
ブックレット５００の着脱状態を容易に検知できるとともに、製造コストが嵩まない。
【００５８】
　また、ブックレットシート５０１～５０４は、それぞれ複数のキー入力エリア５１１か
らなるシート面５１０を片面又は両面に有し、ユーザのめくり操作により表示されるシー
ト面５１０を磁気的に検知する面検知センサ部５０を備え、ＣＰＵ１１０は、面検知セン
サ部５０により検知されたシート面５１０とキー入力検出部６０を介して特定されるキー
入力エリア５１１とに基づいてキーコードを生成し、機能テーブル１３２より当該キーコ
ードに該当するファンクションを実行する。つまり、入力端末装置１は、めくり操作によ
り表示されるシート面５１０及びキー入力エリア５１１に応じたファンクションを実行す
ることができるので、シート面５１０ごとにメニューを分野分け等することが可能となり
、入力端末装置１はユーザにとって使い勝手が良い。
【００５９】
　また、入力端末装置１は、複数のＤＴＭＦ信号の信号音を出力可能な電子音源部１６０
を備え、ＣＰＵ１１０は、キー入力検出部６０がキー入力操作を検出した際に、電子音源
部１６０により面検知センサ部５０及び特定プログラムの実行により特定したシート面５
１０に応じて異なる音色を出力する制御を行うことができる。つまり、ユーザは聴覚を介
してキー入力操作を行ったシート面５１０を確認できるので、誤操作等を防止できる。
【００６０】
（変形例１）
　入力端末装置１の変形例１について説明する。
　上記実施形態１では、図４に示すように、ＸＺ平面視でブックレットヒンジ部５０５が
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形成する略円形状の空洞箇所に取り付けられた検知体５０５ａは、磁石で形成されたもの
としたが、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ
）タグなどの非接触ＩＤタグとしてもよい。この場合、当該検知体５０５ａに記憶可能な
ＩＤを上記ブックレットＮｏに対応付けておき、検知センサ４１としてＲＦＩＤリーダな
どの非接触ＩＤタグの読取り処理が可能なセンサ（非接触ＩＤ検知センサ）を用いること
で、ブックレット５００の着脱状態を検知可能であるとともに、ユーザによって装着され
たブックレット５００に適したメニューカテゴリ（ブックレットＮｏ）を即座にブックレ
ットテーブル１３１より抽出できる。
【００６１】
　つまり、本変形例１に係る入力端末装置１によると、実施形態１のように固定キー部２
０を介してユーザがメニューカテゴリを指定する必要が無く、ＣＰＵ１１０がブックレッ
ト５００毎に適したメニューカテゴリを指定できるので、ユーザの利便性の向上が期待で
きる。
【００６２】
（変形例２）
　実施形態１の入力端末装置１の変形例２である入力端末装置１０００について、図２２
及び図２３を用いて説明する。
　以下の入力端末装置１０００の説明において、実施形態１に係る入力端末装置１と同様
の構成については同じ符号を付し、説明を省略する。
【００６３】
　図２２に示すように本変形例２に係る入力端末装置１０００は、入力端末装置１に備わ
る電子音源部１６０に換えて、ライト部１７０を備える点で、実施形態１に係る入力端末
装置１と相違する。
【００６４】
　ライト部１７０（照明部）は、例えば、表示部１０を照明するＬＣＤ用のカラーバック
ライトである。そして、ライト部１７０は、ＲＧＢ色等の複数色の発光が可能なカラー発
光ダイオード（ＬＥＤ）などの光源により構成されており、点灯色を逐次時間切換えする
ことにより、表示部１０の表示画面上でカラー表示を行う。そのため、ライト部１７０は
、ＣＰＵ１１０の制御に基づいて、ユーザがシート面５１０のキー入力エリア５１１に対
するキー入力操作を行った際、図２３に示すように、当該キー入力操作に該当するシート
Ａ面５１０ａ～シートＦ面５１０ｆ毎に表示部１０を異なる表示色で照明することができ
る。
　具体的には、図２１に示す「キー入力処理」に係るステップＳ３３において、ＣＰＵ１
０は、キー入力操作がなされたシート面５１０に対応する表示色のカラー表示を表示部１
０に表示する制御を行うことで、当該キー入力操作がなされたシート面５１０がシートＡ
面５１０ａ～シートＦ面５１０ｆの何れであるかをユーザに報知することができる。
【００６５】
　つまり、本変形例２に係る入力端末装置１０００によると、実施形態１のように聴覚を
介してユーザがキー入力操作を行ったシート面５１０を確認できる場合と異なり、表示部
１０における表示色の相違により、ユーザは視覚を通じて当該シート面５１０を確認する
ことができる。
【００６６】
（変形例３）
　実施形態１の入力端末装置１の変形例３について、図２４を用いて説明する。上記実施
形態１では、図２１に示す「キー入力処理」に係るステップＳ３３において、キー入力操
作がなされたシート面５１０に対応するＤＴＭＦ信号の信号音を出力することで、当該キ
ー入力操作がなされたシート面５１０がシートＡ面５１０ａ～シートＦ面５１０ｆの何れ
であるかをユーザに報知するように構成した。一方、本変形例３では、図２４に示すよう
に、表示部１０に表示される表示画面８１０の上部にシート面表示欄８１１を設け、当該
シート面表示欄８１１に、上記キー入力操作がなされたシートＡ面５１０ａ～シートＦ面
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５１０ｆの何れかの名称を表示データとして表示することでユーザに報知するように構成
する。
【００６７】
　つまり、本変形例３に係る入力端末装置１によると、実施形態１のように聴覚を介して
ユーザがキー入力操作を行ったシート面５１０を確認できる場合と異なり、表示部１０に
シート面５１０の名称が表示されるので、ユーザは視覚を通じて当該シート面５１０を確
認することができる。
【００６８】
　なお、以上の実施形態における記述は、本発明に係る好適な画像形成装置の一例であり
、これに限定されるものではない。
　また、以上の実施形態における画像形成装置を構成する各部の細部構成及び細部動作に
関して本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能である。
【００６９】
　例えば、上記実施形態では、入力端末装置１は、本体部２と蓋部３とにより構成される
ものとしたが、本体部２のみを備える構成であっても勿論よい。
　また、変形例１において、検知体５０５ａだけでなく第１磁石５０２ａ及び第２磁石５
０３ａを磁石に換えて非接触ＩＤタグとし、第１センサ５１～第４センサ５４を非接触Ｉ
Ｄタグの読取り処理が可能な構成としても勿論良い。
　さらに、変形例２において、入力端末装置１０００では、電子音源部１６０に換えてラ
イト部１７０を備えるように構成したが、電子音源部１６０及びライト部１７０の双方を
具備し、視覚及び聴覚を介してユーザがキー入力操作を行ったシート面５１０を一層確実
に確認できる構成としても勿論良い。また、上記ライト部１７０は、表示部１０を照明す
るように構成したが、例えば、カバーシート３１の下方に取り付ける等により、ブックレ
ット５００を図２３に示す各表示色で照明する構成としてもよい。
　加えて、変形例３において、シート面表示欄８１１に表示するものは、シートＡ面５１
０ａ～シートＦ面５１０ｆの何れかの名称に限られず、ユーザがキー入力操作を行ったシ
ート面５１０を確認できるもの（例えば、「定食類」「デザート」の様な当該シート面５
１０に係るメニューの分類など）であれば何でもよい。
【００７０】
　また、上記実施形態において、フローチャートに記述されている各機能は、コンピュー
タ(ＣＰＵ１１０)が読み取り可能なプログラムコードの形態で記録媒体（ＲＯＭ１３０）
に格納されており、このプログラムコードにしたがったコンピュータ(ＣＰＵ)による処理
動作が実行される。なお、伝送媒体を介して外部より伝送されてきた上述のプログラムコ
ードに従ってコンピュータ(ＣＰＵ)による処理動作を実行することもでき、このような伝
送媒体も含めて、本実施の形態では記録媒体と定義する。
【符号の説明】
【００７１】
１，１０００　　　　　入力端末装置
２　　　　　　　　　　本体部
３　　　　　　　　　　蓋部
１０　　　　　　　　　表示部
２０　　　　　　　　　固定キー部
３０　　　　　　　　　着脱部
４０　　　　　　　　　着脱検知センサ部
４１　　　　　　　　　検知センサ
５０　　　　　　　　　面検知センサ部
５１～５４　　　　　　第１センサ～第４センサ
６０　　　　　　　　　キー入力検出部
６１　　　　　　　　　入力検出部
１００　　　　　　　　制御部
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１１０　　　　　　　　ＣＰＵ
１３０　　　　　　　　ＲＯＭ
１３１　　　　　　　　ブックレットテーブル
１３２　　　　　　　　機能テーブル
１５０　　　　　　　　通信部
１６０　　　　　　　　電子音源部
５００　　　　　　　　ブックレット
５０１～５０４　　　　ブックレットシート
５０２ａ　　　　　　　第１磁石
５０３ａ　　　　　　　第２磁石
５０５　　　　　　　　ブックレットヒンジ部
５０５ａ　　　　　　　検知体
５１０　　　　　　　　シート面
５１０ａ～５１０ｆ　　シートＡ面～シートＦ面
５１１　　　　　　　　キー入力エリア
１７０　　　　　　　　ライト部

【図１】 【図２】



(18) JP 5521653 B2 2014.6.18

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(19) JP 5521653 B2 2014.6.18
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【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】

【図２４】



(23) JP 5521653 B2 2014.6.18

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開昭５８－２０７１３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５６－０９７１３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５７－１３７０２９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００７－３０４８００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－１９２１２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０２－０５５３４３（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０２３　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

